
町の花
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決算を審査
何に使ったの？
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決算
審査

一般会計

依存財源

自主財源

174億9,193万円

169億6,998万円

56億9,466万円 (32.6％ )

117億9,727万円 (67.4％ )
町 民 税 、 固 定 資 産 税 な ど

国 や 県 か ら の 補 助 金 や 交 付 金 及 び 町 債

歳出総額

歳入総額

総 務 費

町管理の土地がたくさん存在するが、リ

レーセンター南側はどこが管理するのか

を明確にしてほしい。

A  �用途を定めた行政財産と普通財産に分けて管理してい

る。普通財産は用途を定めていないので総務課で管理

しているが、行政財産はそれぞれの所管課で対応して

おり、南側のこどもスポーツ広場以外はリレーセンター

で管理するべきところである。いずれにせよ町が管理

する必要があるため状況に応じて対応する。

Q

　 農 商 工 費

産業支援センター運営について、創業

件数や新商品サービス件数がそれぞれ減少

している理由として、令和 6 年12 月にセ

ンター長が退任されたと思うが、その割に

決算数値は減っていないのはなぜか。また

センター長の人件費も単純計算で1/4 は

減額になるのではないか。

A  �センター長は退任されたが、Ｂｉｚ自体は 3 月まで運

営している。確かにセンター長に対する人件費は減っ

ているが、センター長の相談ではなく、ＳＮＳ等の専

門員等による支援を続けていたため、ベースとなる経

費は減っていない。また、Ｂｉｚの委託先である「なり

わい」の経費も若干上がっているため、結果的に大き

く減っていない状況である。

Q

　 消 防 費

感 震ブレーカー設置補助金について、

どこの地区を対象に実施したのか。

A  �補助金制度について町全体に周知しており、能登半島

地震の影響で申請件数が増加している。今回の実績は

馬見南 6 丁目団地管理組合で協議され、希望者３３

名を含めて、合計４７名の申請があった。

Q

　 土 木 費

平成緊急内水対策事業について、調整池
の完成により、近年増加している想定外の

集中豪雨に対する内水対策の強化としてど

のような長期的な計画を講じているのか。

A  �町内３箇所で内水対策として調整池の整備をしている

が、たとえば、30 年に 1 回の大雨が降り、川が氾濫

したとしても、近隣の方が避難するための時間を稼ぐ

ことができる。調整池は、降った雨により川からあふ

れた水を単に全て貯めるものではなく、避難するまで

の時間を稼ぎ、被害がでるまでの時間を遅らせる被害

軽減のための施設である。

Q

　 教 育 費

中央公民館については、育成クラブに意

向調査されたところ、ほとんどの団体はグ

リーンパレスを希望されたため、最初から

やり直す必要がある。方針変更をしたなら、

住民説明をした上で意見を聞いてから着手

する必要があるのではないか。

A  �これまで、公民館の再整備については、10 年以上議

論してきた。その中で利用者や育成クラブに対しての

説明会や住民対象にシンポジウムを開催された。シン

ポジウムの中では色々な意見を聞きたかったが、それ

ぞれの立場の方からの意見が出てきて、収拾がつかず、

個別に育成クラブと個々に意見交換会を行った。その

結果、ほとんどの団体がグリーンパレスを希望された

ため、その声を反映した場合、グリーンパレスに機能

移転となる。そうなると、これまで役場庁舎と中央公

民館機能を含めたものをグリーンパレス撤去後に建設

するというのは整合性がとれないので、抜本的に見直

し方向転換をする。

Q

　 民 生 費

社会福祉協議会に対し、補助金を出して

いるが、当初より補助金額が増加しているの

で、適正に支出されているのかのチェック体

制と内部留保があったときの指導について。

A  �全て補助金を支出するにあたっては、所管課で審査し、

定期監査時に補助金調書を監査委員がチェックし、指

摘があれば原課で見直ししている。また、内部留保は、

監査委員から補助金以上に繰越金がある団体につい

て指摘があり、適正な方法に見直すように進めている。

Q
　 衛 生 費

空き家の有効活用として、以前から提案し

ており、権利関係が難しいと考えるが、モ

デル地区として紹介できる事例をつくって、

持ち主にアピールするなど、実効ある行動

が必要ではないか。

A  �法律が改正され、新しく空き家等の活用促進区域の創

設がされたが、現在のところ奈良県内ではそのような

活動がされていない状況であるため、少し困難だが検

討していく。

Q

歳 出

町の財政状況について、詳しく知りたい方は、
町広報（11月号）をご覧ください。
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決算審査特別委員会
委員長　　小原　 薫
副委員長　小西　栄枝
委　員　　河野伊津美
委　員　　八尾　春雄
委　員　　谷内　和昭
委　員　　吉川　 司
委　員　　谷　 禎一

墓 地 事 業 特 別 会 計

施設の老朽化や維持管理のコストについて、
将来的な修繕計画と見据えた積立金の状況
は。

A  �管理料だけでは運営は厳しいので一般会計から繰り入
れしている。積立はしておらず、共用部分やトイレ、
水道等については老朽化の対象であるため経年劣化し
ていくのでその都度修繕する。

Q

学 校 給 食 特 別 会 計

町長の給食費無償化の公約にあたり、残食
の問題がある。無償化になると全て税金で
賄うことになり、残食があると税金が無駄
に使われることになるので、残食に対する
対応策は。

A  �来年１月からスタートするにあたり、家計における教育
関連費用を総合的に増額になっているので、その分子
育て費に充当していきたいのが念頭にある。残食とい
うことで食物も廃棄することは税金の無駄遣いという
ことも考えられるので、学校としては教員から指導す
ることはもちろんだが、各家庭や保護者も一緒になっ
て取り組んでいただかないと無償化は滞ってしまうこ
ともありうる。期限も１年と区切っていきたいという考
えもあり、みなさんの意見を聞き、家庭での指導も含
め残食率を下げていく努力をしたい。

Q

下 水 道 事 業 会 計

費用に占める有形固定資産減価償却費と企
業債利息について、減価償却費の支払いが
費用に含める割合が高い中、収入の基盤と
なる下水道使用料の徴収率の現状、また未
収金対策として、どのように講じているの
か。また料金改定の検討は。

A  �下水道の徴収における未収金対策は、水道料金の集金
と同時に行っている。料金改定については、令和 7 年
度から１立米あたり２０円増額している。これにより、
下水道会計が健全な事業体となるように会計を見直し
ているところであるが、値上げしても経費回収率は
１００％を下回る状況が続く。一般会計の繰入金に
頼っている面もあるので、その減額に向けて事業の見
直しを図っていきたい。

Q

水 道 事 業 会 計

真美ケ丘配水場は災害時に稼働できる給水
設備があり、給水車も含め水道企業団が管
理していると聞くが、災害時どういう状況
になれば使用できるのか取り決めてほしい。

A  �広陵町は全く関与できないわけではない。水道事業者
として水を供給しなければならない義務があるので、
災害時の対応については、勘案していると聞いている。
運用については具体的な内容を現在詰めているところ
である。

Q

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

決算における実質収支の状況、広域連合へ
の負担金が増加傾向にあるが、今後の保険
料水準の抑制に向けた要望、対策は。

A  �後期高齢者は年々増加しており、医療保険を利用され
る方も増加している。今後も医療保険を利用される方

が増え、保険料も上昇する見込みである。町からは特

に要望はしていないが、広域組合で議論はされている。

医療保険制度は全国統一的な措置であるため、広域

連合を通じて国に要望することを町からも広域連合に

働きかけたい。

Q

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

滞納状況については、従来の 2 倍になって
いるが、どのように分析しているのか。

A  �過年度修正や単純に昨年の収入が上がったケース、ま
た、転入された方が滞納に繋がるケース、社会保険か
ら国民健康保険になり滞納になるケース等があり滞納
額が増加している。

Q

介 護 保 険 特 別 会 計

基金が1億 5，000 万円弱残っているが、
適切な積立水準についての設定は。また、
今後の介護需要の増加に備えての基金の活
用は。

A  �次期計画を立てる際、基金を投入して、保険料を抑制
するために予算を組んでいる。今回の決算を踏まえる
と２億円の基金がある。次期計画で基金を全額投入し
て保険料を抑えたいと考えている。

Q

徹底チェック！！ 私たちの税金特別会計
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赤十字奉仕団有志の方による配食サービスのお弁当を試食しました。町内の赤十字奉仕団、
コスモス会は社会福祉協議会の事業として、一人暮らしの高齢者へ月 2 回（第 2・4 木曜）お
弁当を届けています。今回は有志の方々が作ってく
ださり、議員全員で試食。メニューは高齢者向けに
とんかつの甘酢あん、ポテトサラダ、五色の酢の物。
地域の支え合いの温かさを実感しました。

赤十字奉仕団配食サービス弁当試食会

広陵町消防団第３分団に新しい消防ポンプ自動車が配備されましたので、役場前で引渡式が
行われました。前の車両が 20年以上経過したための更新であり、今回の納車された車両は普
通免許でも運転できるサイズでありますが、今まで
と同様の性能を維持されているそうです。今後も引
き続き、町民のみなさんの生命と財産を守っていた
だくために、消防力の強化を努め、消防活動等に意
欲をもって取り組んでいただけます。

第３分団消防ポンプ自動車引渡式

王寺町の議会だよりは、ただ議会の活動を報告するだけでなく、住民と議会をもっと近くに
感じてもらうための「ガイドブック」という考え方で作られていました。文字ばかりで読むの
が大変にならないように、写真を中心に、余白を広
くとったレイアウトは、とても親しみやすく、誰に
とっても読みやすいと感じました。広陵町もこの学
びを活かし、住民に寄り添い、分かりやすく魅力的
な議会だよりの作成に努めてまいります。

広報編集委員会　行政視察（王寺町）

議会News
ニュース

8/20

9/12

9/18
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令和 7 年第 3 回定例会（令和７年 9 月12 日～10 月10 日）
議案番号 件　　　　名 概　　　　　　要

報告第２０号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金
不足比率の報告について

令和６年度決算における健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質
赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と公営企業の資金不足
比率（水道、下水道）を議会に報告するもの

報告第２１号 令和６年度広陵町土地開発公社の経営状況の報告
について

箸尾工業団地の造成工事完了など、令和６年度の事業の概要と決算
状況を報告

報告第２２号 令和６年度広陵町水道事業会計継続費の精算報告
について

令和６年度をもって終了した広陵町配水本管布設替耐震設計施工業
務について、地方公営企業法の規定に基づき議会に報告する

議案第４３号 副町長の選任につき同意を求めることについて 地方自治法第１６２条の規定に基づき、中川保氏を副町長に選任する
ことについて議会の同意を求める

議案第４４号 教育長の任命につき同意を求めることについて 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づ
き、植村佳央氏を教育長に任命することについて議会の同意を求める

議案第４５号 北葛城郡公平委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて

地方公務員法第９条の２第２項及び北葛城郡公平委員会規約第３条第
１項の規定に基づき、中村典史氏を北葛城郡公平委員会委員に選任
することについて議会の同意を求める

議案第４６号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正することについて

令和７年１０月１日付けで人事院規則改正を受け、育児にかかる両立
支援制度の利用を促進するため、該当する職員に対する情報提供、
意向確認、配慮事項を規定するなどの改正を行う

議案第４７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
ことについて

令和７年１０月１日付の法律及び人事院規則改正を受け、育児に関する
部分休業制度を見直し、請求単位や特別の事情、承認取消し事由等
を規定する改正を行う

議案第４８号 広陵町立認定こども園条例等の一部を改正するこ
とについて 広陵町の認定こども園設置と既存園閉園に伴う条例改正

議案第４９号 広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定
委員会条例の一部を改正することについて

介護保険事業計画及び高齢者福祉計画と合わせて、認知症施策推進
計画を策定することについて、条例の題名、設置目的、所掌事務、委
員要件を見直す

議案第５０号 令和７年度広陵町一般会計補正予算（第６号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ５億９，７３０万２，０００円を追加し、歳
入歳出総額を１７０億６，８５８万９，０００円とする補正予算

議案第５１号 令和７年度広陵町介護保険特別会計補正予算
（第１号）

令和６年度の決算に基づいて、介護保険特別会計の歳入と歳出を補
正する

議案第５２号 令和７年度広陵町学校給食特別会計補正予算
（第１号）

すでに導入済の西小学校を除く４校に、給食室で使用する真空冷却
機の購入費用として２，３１７万５，０００円を計上する補正予算

議案第５３号 令和６年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて

令和６年度決算認定

議案第５４号 令和６年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出
決算の認定について

議案第５５号 令和６年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳
出決算の認定について

議案第５６号 令和６年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算
の認定について

議案第５７号 令和６年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

議案第５８号 令和６年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算
の認定について

議案第５９号 令和６年度広陵町水道事業会計決算の認定について

議案第６０号 令和６年度広陵町下水道事業会計剰余金の処分及
び決算の認定について

議案第６１号 馬見川調整池整備工事（５工区）に係る請負契約
の締結について

馬見川調整池整備工事（５工区）の請負契約を、一般競争入札の結果、
山崎・乾特定建設工事共同企業体と総額１億４，９３８万６，６００円
で締結するもの

議案第６２号 情報系情報通信機器の買入れについて パソコン８０台を、指名競争入札の結果、キステム株式会社奈良本社
から総額２，５９０万９，９５０円で買い入れる

議案第６３号 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器の買
入れについて

住民基本台帳ネットワークシステム関連機器を、奈良県域での共同入
札調達によりＮＥＣフィールディング株式会社関西支社奈良支店から
総額２，９２３万９，４９６円で買い入れる

議案第６４号 まほろば環境衛生組合規約の変更について
令和７年１０月からのごみ中継施設の供用開始に伴い、組合の事務所
の位置を「大字東安堵９５８番地」から「大字笠目３２６番地１」に変
更

議案第６５号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の変更について
香芝市が令和８年４月１日からし尿運搬事務を単独で行うことが承認
されたことを受け、共同処理する市町から香芝市を除くための規約変
更を行う

議案第６６号 令和７年度広陵町一般会計補正予算（第７号）
馬見南３丁目旧エコセンター外壁改修事業費、３，９９８万４，０００
円を追加し、歳入歳出総額を１７１億８５７万３，０００円とする補正
予算

議員提出 
議案第６号 決算審査特別委員会設置に関する決議について 令和６年度の決算を審査するために特別委員会を設置する決議

議員提出 
議案第７号

ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わないことを求
める意見書について ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わないことを求める

町内で活動している団体やサークル
を紹介します。（活動団体は、営利活
動を目的としない公共性・公益性が
高いボランティア的な団体を掲載し
ています）

まだ使えるものを次の人へ
 ― リサイクルコーナー
まだ使えるものを次の人へ
 ― リサイクルコーナー

子どもたちに大人気！
射的コーナー

子どもたちに大人気！
射的コーナー

連絡先：地域食堂ひとやすみ食堂　代表 中畝 ( なかうね )
TEL：080-3778-6847

ひとやすみ食堂は3年前の9月、地域の方々が、楽しく集まり、おしゃべり

で盛り上がるひとときを作りたいという思いから誕生しました。

★設立への思い

「美味しいなぁ～」「楽しいなぁ～」と子どもたちにとっても楽しみな

場所であり、親子でホッとひといきできる場所でありたいと思います。

★ひとやすみ食堂の目標

① 毎月の食堂開催
親子や高齢者など幅広い方々に参加いただき、温かな交流の場と
なっています。

② 食材の支援と活用
農家やスーパーから野菜を、お肉屋さんからも協力をいただき、
調理や配布に活かしています。フードロス削減の視点からも、食材
や大地の恵みへの感謝を忘れません。

③ リサイクルコーナー
まだ使えるものを次の人へ。「もったいない」の心と感謝にあふれ
るコーナーを設けています。

④ 災害時への備え
日々の活動を通じて、もしもの時に役立てるよう、地域の支え合い
を意識して取り組んでいます。

⑤ 季節イベント
射的やスマートボール、キッズネイルなど、時々で楽しい企画も。
夏祭りの開催やお餅つきなども開催しています。

★活動内容

問い合わせ先

地域の第29回

つながり
地域食堂 

今回は

ひとやすみ食堂ひとやすみ食堂

7 6



広陵町議会だより　131 号 広陵町議会だより　131 号

令和 7 年 9 月定例会　議案採決状況一覧 (○賛成 ,×反対 , \ 退席 )
※採決が分かれた議題のみを載せております。

議　　　案

河
野
伊
津
美

八
尾　

春
雄

谷
内　

和
昭

小
原　

薫

坂
口　

友
良

吉
川　

司

岡
本　

晃
隆

小
西　

栄
枝

笹
井　

由
明

谷　

禎
一

坂
野　

佳
宏

青
木　

義
勝

山
田
美
津
代

吉
村
眞
弓
美

議決結果

議案第５３号 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん
。

○ ○ × ○ 原案可決

議案第５４号 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 原案可決

議案第５５号 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 原案可決

議案第５６号　 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 原案可決

議案第６５号 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 原案可決

議案第６６号 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 原案可決

議員提出議案第７号 ○ ○ × × ○ × × × × ○ × ○ × 否　　　決

議
案
第
53
号

令
和
６
年
度
広
陵
町
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

反 対

財
政
担
当
者
は
類
似
団
体
と
の
比
較
で
基
金
の
積
み
増
し

（
現
在
39
億
円
）
を
言
う
が
町
長
は
住
民
の
暮
ら
し
と
の
関
連

か
ら
慎
重
な
対
応
を
指
摘
す
る
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
っ
た
。

借
入
の
多
く
は
ご
み
処
理
に
関
わ
る
支
出
が
大
き
か
っ
た
と
の

こ
と
だ
が
、
借
入
は
現
在
の
住
民
だ
け
で
な
く
将
来
の
住
民
に

も
そ
の
一
部
を
負
担
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
議
会
は
こ
う
し

た
仕
組
み
は
是
認
し
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
町
が
市
販
の
ご

み
袋
の
ほ
ぼ
倍
額
の
高
い
ご
み
袋
の
使
用
を
求
め
、
こ
の
袋
を

使
用
し
な
け
れ
ば
回
収
し
な
い
と
し
て
い
る
点
だ
。
暮
ら
し
と

行
政
の
矛
盾
は
継
続
す
る
。

そ
の
他
、
本
人
や
家
族
の
同
意
も
な
い
の
に
自
衛
隊
に
若
者

名
簿
を
紙
で
提
供
す
る
情
報
漏
洩
問
題
、
箸
尾
準
工
工
事
の
人

件
費
計
上
不
正
の
疑
い
、
異
様
に
多
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
へ
の

委
託
業
務
、
中
央
公
民
館
建
て
替
え
で
住
民
の
意
見
を
聞
か
ず

民
間
の
設
計
・
運
営
に
委
ね
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
へ
の
固
執
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
へ
の
労
働
者
性
を
否
定
し
た
運
用
基

準
、
公
共
交
通
の
る
ー
と
で
の
特
別
交
付
税
の
取
り
扱
い
な
ど

多
く
の
問
題
点
が
あ
り
反
対
す
る
。

賛 成

歳
入
で
は
、

税
徴
収
率
９
９
．
６
２
％
と
高
い
が
公
平
且
つ
公
正
の
面
か

ら
一
層
の
努
力
を
お
願
い
し
た
い
。
他
の
科
目
に
つ
い
て
も
適

切
な
収
入
財
源
確
保
に
努
め
ら
れ
た
成
果
が
伺
え
る
。

歳
出
で
は
、
調
整
池
等
の
災
害
対
策
、
箸
尾
工
業
団
地
の
整

備
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
拡
充
、
待
機
児
童
解
消
と

教
育
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
こ
ど
も
園
の
整
備
、
放
課
後
子
ど
も
育

成
教
室
問
題
、
中
央
公
民
館
整
備
問
題
（
今
年
度
大
き
な
方
針

転
換
を
予
定
す
る
た
め
、
推
移
を
見
守
る
）、
ご
み
袋
の
半
額

問
題
、
シ
ル
バ
ー
の
労
務
問
題
等
、
議
論
は
様
々
あ
る
が
、
事

業
執
行
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。

ま
た
、
主
要
施
策
で
の
事
業
展
開
の
成
果
が
伺
え
、
決
算
数

値
も
健
全
財
政
を
維
持
さ
れ
て
お
り
、
委
員
会
で
の
様
々
な
課

題
点
・
指
摘
事
項
・
意
見
・
要
望
等
を
整
理
検
討
さ
れ
、
次
年

度
の
予
算
に
反
映
し
、
町
の
将
来
を
見
据
え
た
計
画
で
、
持
続

可
能
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
及
び
行
政
運
営
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と

を
要
望
し
、
本
議
案
に
賛
成
と
す
る
。

議
案
第
54
号

令
和
６
年
度
広
陵
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

反 対

「
ど
こ
に
い
て
も
県
下
同
一
の
保
険
税
に
」
と
い
う
の
で
引

き
上
げ
が
続
い
て
き
た
が
、
住
民
の
願
い
は
「
払
え
る
国
保
に

し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
も
の
だ
。
か
つ
て
は
要
す
る
経
費
の
半

分
を
国
が
見
て
い
た
が
今
で
は
４
分
の
１
ま
で
に
減
っ
て
お
り

被
保
険
者
負
担
が
高
額
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
会
計
か
ら
の
繰

り
入
れ
を
止
め
た
上
に
申
請
減
免
制
度
も
廃
止
さ
れ
、
子
ど
も

が
増
え
れ
ば
国
保
税
も
引
き
上
げ
ら
れ
子
育
て
支
援
の
考
え
方

に
も
反
し
て
い
る
。

賛 成

保
険
料
水
準
の
統
一
や
マ
イ
ナ
保
険
証
の
導
入
な
ど
、
制
度

改
善
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で

も
医
療
給
付
費
の
適
正
化
や
保
健
事
業
の
充
実
が
図
ら
れ
て
お

り
、
決
算
も
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
た
め
、
本

議
案
に
賛
成
と
す
る
。

案
第
55
号

令
和
６
年
度
広
陵
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

反 対

平
成
20
年
に
こ
の
制
度
が
出
来
て
か
ら
８
回
に
及
ぶ
保
険
料

の
増
額
で
受
診
抑
制
が
起
き
て
い
る
。
制
度
の
改
悪
の
た
び
に

経
過
措
置
で
緩
和
す
る
装
い
を
示
し
な
が
ら
時
期
が
く
れ
ば
ス

ト
レ
ー
ト
に
改
悪
が
実
行
さ
れ
る
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
年
齢

で
受
け
ら
れ
る
医
療
が
差
別
さ
れ
る
こ
の
制
度
の
廃
止
を
求
め

る
。

賛 成

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
不
可
欠
な
仕
組
み
で
あ
る
。
本
議
案
は
、
法
律
等
に

沿
っ
た
予
算
の
適
正
な
執
行
を
確
認
し
、
今
後
の
施
策
に
活
か

す
べ
き
だ
。
制
度
は
公
平
性
と
持
続
可
能
性
を
確
保
し
、
低
所

得
者
へ
の
軽
減
措
置
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
医
療
費
増
加
対
策

と
し
て
、
予
防
施
策
の
推
進
と
医
療
費
の
適
正
化
を
強
く
要
望

し
、
本
議
案
に
賛
成
と
す
る
。

議
案
第
56
号

令
和
６
年
度
広
陵
町
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て

反 対

厚
労
省
は
見
直
し
の
具
体
的
項
目
に
①
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

２
割
・
３
割
負
担
の
対
象
拡
大
②
要
介
護
１
・
２
の
訪
問
通
所

介
護
の
保
険
外
し
③
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
の
有
料
化
④
老
健
施
設

な
ど
の
多
床
室
（
相
部
屋
）
の
室
料
有
料
化
な
ど
を
挙
げ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
制
度
を
利
用
し
に
く
く
す
る
も
の
で
一
層
の
苦

難
を
強
い
る
逆
行
だ
。

賛 成

介
護
保
険
制
度
は
、
多
く
の
方
の
生
活
を
支
え
る
重
要
な

制
度
で
あ
り
、
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
必
要
な
支
援
を
受
け

な
が
ら
暮
ら
せ
る
仕
組
み
を
整
え
て
い
る
。
家
族
の
負
担
軽
減

や
地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
今
後
も
安
心

し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、
本
議
案
に
賛
成
と
す
る
。

議
案
第
６５
号

奈
良
県
葛
城
地
区
清
掃
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

反 対

本
来
で
あ
れ
ば
、
構
成
市
町
の
代
表
議
員
で
構
成
さ
れ
て
い

る
組
合
議
会
に
お
い
て
採
決
さ
れ
る
べ
き
議
案
で
あ
る
と
考
え

る
。現

状
、
そ
う
い
う
仕
組
み
で
な
い
な
ら
ば
、
何
の
た
め
の
組

合
議
会
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
ぜ
ひ
、

こ
の
機
会
に
構
築
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
本

議
案
に
反
対
と
す
る
。

賛 成

今
回
の
規
約
の
変
更
は
、
構
成
市
で
あ
る
香
芝
市
が
し
尿
の

運
搬
業
務
を
単
独
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
業
務
の

み
を
組
合
業
務
か
ら
除
く
こ
と
で
、
他
市
町
の
負
担
増
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
増
加
が
確
定
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
く
、
今
後
の
協
議
で
適
切
に
調
整
さ
れ
る
と
考
え

る
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
と
す
る
。

反 対

し
尿
処
理
に
と
も
な
う
運
搬
を
近
隣
自
治
体
の
協
力
共
同
で

実
施
す
る
方
針
に
反
し
て
い
る
。
残
る
自
治
体
の
負
担
額
見
通

し
も
明
ら
か
に
さ
れ
ず
杜
撰(

ず
さ
ん)

な
計
画
で
あ
る
。

賛 成

住
民
負
担
軽
減
の
観
点
で
、
現
し
尿
運
搬
料
は
割
高
と
思
う

の
で
、
香
芝
市
が
抜
け
た
い
と
規
約
変
更
を
求
め
た
が
規
約
で

脱
退
が
不
可
と
な
り
、
料
金
は
据
え
置
き
と
な
っ
た
の
で
、
業

者
に
対
し
て
３
市
４
町
が
一
丸
と
な
り
、
管
理
者
の
運
営
協
議

会
及
び
組
合
議
会
と
共
に
業
者
に
強
く
値
下
げ
を
求
め
、
交
渉

が
不
調
の
場
合
は
、
業
者
に
再
契
約
の
是
非
を
示
唆
す
べ
き
で

す
。
本
町
も
可
決
し
て
、
７
市
町
で
、
今
後
規
約
変
更
に
つ
い

て
は
、
住
民
負
担
軽
減
の
可
能
性
の
ド
ア
は
開
け
て
お
く
べ
き
、

よ
っ
て
本
議
案
に
賛
成
と
す
る
。

議
案
第
66
号

令
和
７
年
度
広
陵
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

反 対

馬
見
南
３
丁
目
自
治
会
集
会
所
兼
旧
エ
コ
セ
ン
タ
ー
外
壁
改

修
に
係
る
補
正
予
算
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
賛
成
で
き
な
い
。

外
壁
剥
落
事
故
の
危
険
は
既
に
除
去
さ
れ
て
お
り
約
４
，０
０
０ 

万
円
の
全
面
改
修
は
緊
急
性
に
乏
し
い
と
判
断
す
る
。

自
治
会
と
の
管
理
協
定
締
結
や
改
修
範
囲
の
精
査
を
行
い
、

再
提
案
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
た
め
、
本
議
案
に
反
対
と
す
る
。

賛 成

旧
エ
コ
セ
ン
タ
ー
等
の
外
壁
剥
落
は
、
地
元
住
民
の
安
全
安

心
を
確
保
す
る
た
め
、
早
急
な
改
修
が
必
要
だ
。
公
共
施
設
再

配
置
計
画
の
見
直
し
に
合
わ
せ
て
、
活
用
方
法
を
検
討
し
、
長

期
的
に
安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
町
と

地
元
と
の
供
用
で
あ
る
の
で
、
管
理
範
囲
や
責
任
を
明
白
に
す

る
た
め
、
協
定
書
の
締
結
を
要
望
し
、
本
議
案
に
つ
い
て
は
賛

成
と
す
る
。

議
員
提
出
議
案
第
７
号

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
適
用
除
外
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
意

見
書
に
つ
い
て

反 対

医
療
費
の
増
大
は
国
の
財
政
を
大
き
く
圧
迫
し
、
将
来
の
世

代
に
ま
で
大
き
な
負
担
を
残
す
深
刻
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
軽
度
な
症
状
へ
の
薬
は
、
市
薬
品
で
対
応
で
き
る
環
境
は

整
っ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
財
源
は
重
症
者
や
高
額
医
療
が
必
要

な
方
へ
重
点
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
り
、
医
療
資
源
の
効
率
的

配
分
の
観
点
か
ら
、
本
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
反
対
と
す
る
。　

賛 成

も
し
保
険
適
用
を
外
さ
れ
た
ら
、患
者
の
自
己
負
担
の
増
加
、

受
診
控
え
で
の
診
療
の
遅
れ
や
健
康
被
害
を
招
く
恐
れ
、
医
者

の
処
方
行
動
が
変
わ
り
医
療
費
の
増
額
に
つ
な
が
る
危
険
が
あ

る
。
例
え
ば
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
対
策
に
用
い
る
リ
ン
デ
ロ
ン

Ⅴ
軟
膏
な
ど
は
一
気
に
５
０
０
円
か
ら
２
万
円
に
価
格
が
上
が

り
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
意
見
書
採
択
に
賛
成
す
る
。

9 8



広陵町議会だより　131 号 広陵町議会だより　131 号

総
務
文
教
委
員
会

議
案
第
46
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
こ
と
に
つ
い
て

Ｑ

妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
し

出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
調
査
後
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る

の
か
。

Ａ

始
業
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
、
終

業
の
午
後
５
時
15
分
ま
で
の
通
常
の
勤

務
時
間
を
短
縮
す
る
。

　
　
ま
た
、
勤
務
場
所
の
申
し
出
、
事
務

量
の
調
整
な
ど
、
本
人
か
ら
の
申
し
出

が
あ
れ
ば
勘
案
し
て
い
く
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
47
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
い
て

Ｑ

会
計
年
度
任
用
職
員
で
育
児
休
業

を
申
し
出
た
場
合
、
次
に
雇
っ
て
も
ら

え
る
の
か
常
に
不
安
に
思
っ
て
い
る
方

も
お
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
だ
け
る
の
か
。

Ａ

今
ま
で
は
、
１
日
６
時
間
15
分
以

上
勤
務
し
た
方
し
か
取
得
で
き
な
か
っ

た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
勤
務
時
間
が

短
い
方
で
も
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
契
約

は
１
年
で
、
継
続
す
る
に
あ
た
り
翌
年

に
そ
の
業
務
が
あ
る
か
、
な
い
か
で
判

断
し
て
お
り
、
こ
の
制
度
を
取
得
し
た

か
ら
と
い
っ
て
翌
年
度
継
続
を
し
な
い

と
い
う
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
48
号

広
陵
町
立
認
定
こ
ど
も

園
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と

に
つ
い
て

Ｑ

保
育
所
の
入
所
定
員
が
変
更
さ
れ

て
い
る
が
、
町
全
体
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
へ
の
影
響
は
ど
の
よ
う
に
分
析

さ
れ
る
の
か
。

Ａ

今
回
、
真
美
北
保
育
園
を
、
０

歳
児
か
ら
２
歳
児
ま
で
を
対
象
と
し
た
、

乳
児
用
保
育
園
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

現
在
待
機
が
11
名
出
て
い
る
が
、
こ
の

改
正
で
約
13
名
の
受
け
入
が
増
え
る
の

で
は
な
い
か
と
見
込
ん
で
い
る
。
３
歳

児
か
ら
５
歳
児
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
一
定
数
入
所
が
で
き
る
よ
う

確
保
し
て
い
る
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
50
号

令
和
７
年
度
広
陵
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
に
つ

い
て

Ｑ

教
育
振
興
基
本
計
画
等
策
定
業
務

を
委
託
す
る
に
当
た
り
、
町
が
ど
の
よ

う
な
方
針
で
実
施
す
る
の
か
。

　
　
ま
た
、
令
和
８
年
度
の
債
務
負
担
行

為
と
し
て
、
５
０
０
万
円
が
計
上
さ
れ

て
い
る
事
業
概
要
及
び
、
計
画
の
完
成

時
期
は
。

Ａ

職
員
に
よ
る
実
態
把
握
の
た
め
、

町
の
実
態
、
方
向
性
な
ど
を
確
認
決
定

す
る
。

　
　
ま
た
、
今
年
度
に
つ
い
て
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
、
分
析
を
行
い
、
令
和
８

年
度
に
つ
い
て
は
、
分
析
結
果
に
つ
い

て
議
論
し
、
計
画
に
反
映
さ
せ
る
費
用

で
あ
り
、
取
り
ま
と
め
を
行
い
、
年
度

末
ま
で
に
完
成
す
る
よ
う
に
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
い
る
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
５２
号

令
和
７
年
度
広
陵
町
学

校
給
食
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
に
つ
い
て

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
６１
号

馬
見
川
調
整
池
整
備
工

事
（
５
工
区
）
に
係
る
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て

Ｑ

整
備
工
事
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、

馬
見
川
周
辺
の
隣
接
住
民
の
方
に
対
し

て
、
工
事
の
詳
細
、
プ
ロ
セ
ス
、
工
事

完
成
後
の
活
用
方
法
な
ど
、
詳
細
な
説

明
は
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。

Ａ

区
役
員
の
方
の
み
に
説
明
を
行
い
、

第
１
期
目
工
事
の
前
に
、
計
画
地
の
周

辺
の
方
を
対
象
に
工
事
計
画
の
案
内
チ

ラ
シ
を
職
員
に
て
直
接
配
布
し
た
。
こ

の
５
工
区
の
工
事
が
終
了
す
る
と
、
馬

見
川
東
側
、
右
岸
側
の
工
事
に
入
る
が
、

そ
の
前
に
も
う
一
度
周
辺
の
皆
さ
ま
に
、

事
業
の
説
明
を
改
め
て
さ
せ
て
い
た
だ

く
機
会
を
設
け
た
い
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
６２
号

情
報
系
情
報
通
信
機
器

の
買
入
れ
に
つ
い
て

Ｑ

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
や
将
来
的
な

拡
張
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
点
を
重

視
し
た
の
か
。

Ａ

今
回
、
調
達
す
る
機
器
は
、
情

報
系
端
末
80
台
の
購
入
を
予
定
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に

つ
い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
専

用
の
サ
ー
バ
を
立
ち
上
げ
て
お
り
、
順

応
す
る
形
で
機
器
の
選
定
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
調
達
に
あ
た
り
事
前
に
各

課
へ
調
査
し
、
全
て
の
端
末
に
全
て
同

じ
ソ
フ
ト
を
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
必

要
と
す
る
職
員
に
対
し
必
要
な
ソ
フ
ト

を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
、
費
用
の
軽
減

等
に
努
め
て
い
る
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
６３
号

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
関
連
機
器
の
買
入

れ
に
つ
い
て

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
66
号

令
和
７
年
度
広
陵
町
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

Ｑ

２
階
部
分
の
工
法
は
、
タ
イ
ル
が

見
え
な
く
な
る
と
い
う
認
識
で
良
い
か
。

ま
た
、
１
階
部
分
の
工
法
は
、
点
で
行

う
工
法
で
あ
る
が
面
で
行
う
塗
膜
工
法

に
変
更
す
る
と
い
う
考
え
は
な
い
か
。

Ａ

２
階
部
分
の
工
法
に
つ
い
て
は
、

そ
の
認
識
で
問
題
な
い
。
１
階
部
分
に

つ
い
て
ご
提
案
の
塗
膜
工
法
は
強
靭
で

柔
軟
性
の
あ
る
塗
膜
で
剥
落
を
受
け
止

め
る
工
法
と
い
う
認
識
。
安
価
で
は
あ

る
が
点
で
行
う
工
法
で
は
、
そ
こ
を
起

点
に
樹
脂
を
注
入
す
る
の
で
剥
落
自
体

を
防
止
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

厚
生
建
設
委
員
会

議
案
第
49
号

広
陵
町
介
護
保
険
事
業

計
画
及
び
高
齢
者
福
祉
計
画
策
定
委

員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と

に
つ
い
て

Ｑ

認
知
症
に
関
す
る
規
定
が
追
加

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
委
員
の

要
件
と
し
て
専
門
性
や
経
験
を
持
つ
人

が
委
員
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、

ま
た
選
任
の
基
準
が
明
確
に
な
っ
て
い

る
の
か
。

Ａ

認
知
症
施
策
推
進
計
画
の
策
定

に
あ
た
っ
て
は
、
元
々
、
認
知
症
初
期

集
中
支
援
チ
ー
ム
検
討
委
員
会
が
あ
る
。

今
現
在
、
認
知
症
施
策
推
進
計
画
を
策

定
す
る
た
め
、
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を

結
成
し
て
お
り
、
そ
の
委
員
の
方
に
も

今
後
、
策
定
委
員
の
委
員
と
し
て
入
っ

て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
推
進
計
画
を
作
る
に
当
た
っ

て
、
事
務
局
の
方
で
認
知
症
の
専
門
の

方
を
選
定
す
る
形
と
な
る
。

Ｑ

認
知
症
の
推
進
計
画
に
つ
い
て
、

介
護
保
険
事
業
計
画
や
高
齢
者
福
祉
計

画
と
一
体
的
に
策
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
、
施
策
の
重
複
や
漏
れ
を
防

ぐ
た
め
の
対
応
策
は
あ
る
の
か
。

Ａ

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
の
中
で
ロ

ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
を
策
定
し

て
お
り
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
が
、

今
後
町
の
施
策
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
に
よ
り
、
計
画
立
案
評
価
し
て
い
く

に
あ
た
り
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
評
価
が
い
つ
ま
で
に
出
来
れ
ば
良

い
の
か
進
捗
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
を

検
討
し
て
い
る
。

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
５１
号

令
和
７
年
度
広
陵
町
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

全
員
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

議
案
第
６５
号

奈
良
県
葛
城
地
区
清
掃

事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

Ｑ

運
営
協
議
会
の
場
で
話
が
あ
っ
た

と
か
、
会
議
の
終
了
後
に
事
務
連
絡
が

あ
っ
た
と
か
、
組
合
で
正
式
に
議
題
に

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の

か
。

Ａ

首
長
ら
に
よ
る
運
営
協
議
会
で

報
告
が
あ
り
、
そ
れ
を
承
認
し
た
中
で
、

組
合
の
議
員
す
べ
て
に
管
理
者
か
ら
報

告
を
す
る
と
い
う
形
式
を
と
ら
れ
て
い

る
。

　
　
し
尿
の
運
搬
の
部
分
で
抜
け
る
に
あ

た
っ
て
そ
こ
を
他
の
構
成
市
町
が
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
反
対
で
き
る
と

い
う
法
的
な
根
拠
等
も
な
い
。

賛
成
少
数
で
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

　第３回定例会（９月議会）に上程され、総務文教委員会・厚生建設委員会に付託された 12 件に
ついて審査を行いました。
その結果は本議会に上程され採決されます。その主な内容と結果をお知らせします。
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一般質問する前に一言もの申す！

八尾のひとりごと

一般質問として取り上げるに至った経緯

　今度の議会で、若者名簿を本人や家族の了解なしで
自衛隊に紙で提供しているのは個人情報漏洩ではない
かと追及しました。奈良地裁で若者本人が原告となっ
た裁判が進行中です。判決がどうなるか大変注目され
ますが「あの時、議員の忠告を受け入れておけばよかっ
た」などということにならぬよう、早めに追及を受け入
れていただくのがよいと思います。

ムムムムッッ!!!!

 目次
八尾 春雄・ ・・・・・・・・・P13
谷内 和昭・ ・・・・・・・・・P14
小原 薫・ ・・・・・・・・・・P15
坂口 友良・ ・・・・・・・・・P16
吉村 眞弓美・ ・・・・・・・・P17
河野 伊津美・ ・・・・・・・・P18
岡本 晃隆・ ・・・・・・・・・P19
山田 美津代・ ・・・・・・・・P20
坂野 佳宏・ ・・・・・・・・・P21
笹井 由明・ ・・・・・・・・・P22
小西 栄枝・ ・・・・・・・・・P23
青木 義勝・ ・・・・・・・・・P24
吉川 司・ ・・・・・・・・・・P25

一 般
質 問

広 陵 町 議 会

学校給食無償化
八尾

中学校部活動地域移行の現状は
小原

協力してフリースクールづくりを
坂口

不登校生徒進学時の内申書支援を
坂口

不登校児童生徒の補助金制度を
坂口

小中学校の防災教育の充実を
河野

各体育館エアコン設置で熱中症対策を
山田

誰でも通園制度問題解決は町負担で
山田

教育行政について
笹井

教育

新総合防災情報システム（SOBO-WEB）
谷内

在宅・車中泊避難者の支援
谷内

災害時の備蓄数量
谷内

防災

重層的支援体制整備事業について
岡本

18 歳以上難聴者への補聴器支援
山田

福祉

今回の定例会傍聴者数は

のべ 2828人

ご視聴いただき
ありがとうございました

傍聴
人数

HP
閲覧者数

(8 月1日～ 9月30日 )
3,9373,937人

議長

谷
た に

　禎
よ し

 一
か ず

私の気になること
全国的に社会保障（年金・医療・
福祉その他）が平成１２年で一人当
たり６３万円・２２年で８５万円・
令和２年で１０５万円と増大してお
り、さらなる増大が懸念されていま
す。
一般質問を平成２６年・２９年に
高齢化社会を見据えて、広陵町に合っ
た元気なお年寄りの人材の有効活用
を考えた循環型ボランティアポイン
ト制度を提案してきました。同制度
は町財政に負担は少なく、社会保障
の軽減にもつながる制度です。
現在では、厚労省老健局も進めて
おり、他の自治体でも事業化されて
います。広陵町はまだ考えられませ
んか？

9月18 日、19 日及び 22日に一般質
問を行いました。
質問内容及び答弁内容については、紙面
の都合上、要約掲載となっておりますの
で、詳細につきましてはインターネット
中継、または会議録をご覧ください。

※会議録は、12 月上旬に役場及び町施設
のサービスカウンターに配置し、町ホーム
ページにも掲載する予定です。

議会詳細はこちら

教育

い
つ
か
ら
学
校
給
食
は
無
償
に
な
る
の

町
長
ー
来
年
1
月
か
ら

問 個人情報を、本人や家族の同意もな
いのに自衛隊に提供していることに町

は反省がない。個人情報漏洩ではないか。
憲法 13 条違反であり法的根拠はない。自
衛隊は「自らの命を賭して相手を殲

せん

滅
めつ

する」
（自衛隊ハンドブック）との任務を帯びてい
る。情報提供を中止せよ。

答 理事者：自衛隊法施行令120 条に基
づき必要な個人情報を提供している。

このことについて本人同意を得ることは法的
に認められていない。

戦没者追悼式で日本国憲法 9 条の戦没者追悼式で日本国憲法 9 条の
朗読をしてはどうか。朗読をしてはどうか。

その他の質問

若者名簿情報の提供
その他

問 7 月議会で町長は「国や県の補填を
受けずとも小・中学校給食を無償化

したい」と答弁した。今年度どこまで進める

つもりか。

答 町長：教育に要する費用が増え家計に
おけるこれらの負担割合が大きくなっ

ていることから、来年 1月からの小・中学校

給食の無償化に向け、広陵町学校給食徴収

条例をはじめ関連事業の要綱改正について

検討しており、臨時議会での審議を予定して

いる。

学校給食無償化
教育

問 従来の健康保険被保険者証は存続を。

従来の健康保険被保険者証は本年

12 月 2 日以降利用できないとされている 

（当面来年 3 月末まで有効）が存続するよう

取り図らってほしい。マイナンバーカードの

取得は任意のはずだ。

答 理事者：マイナ保険証や資格確認書な

ど複数の証明書が併存しているのは

利便性が向上したことになる。制度の改変

に伴う混乱を最小限に留めるため丁寧な説

明を行う。

国民健康保険
その他

八や

つ

お尾 

春は

る

お雄

国民健康保険
八尾

若者名簿情報の提供
八尾

不妊治療のトータルパッケージ
吉村

女性や若者の声を政策に反映する
吉村

環境維持対策について
岡本

ペット合葬墓の新設について
坂野

西小学校の建て替え優先順位を問う
坂野

空家対策の推進について
笹井

箸尾工業団地の経済効果拡大策
青木

その他

役場庁舎の移転先は
小原

町内文化財の保存と活用について
河野

選挙投票率向上と主権者教育
小西

アクセスしやすい計画情報公開体制
小西

住みここちランキングの評価をどう活
かすか

吉川
まるごと Biz の体制と効果は

吉川

まちづくり
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一般質問する前に一言もの申す！

新防災システムを取り上げた経緯

一般質問として取り上げるに至った経緯

　防災関係機関が横断的に情報を共有できる防災デジタルプラットフォーム

の構築が国の重点計画に位置付けられ、その中核を担うシステムとして運用

を開始したためです。SOBO-WEB は、災害情報を地理空間情報として共

有し、被害の全体像の把握を支援することを目的とします。これまで国の機

関しか利用できなかった旧システムと異なり、地方自治体も利用できるよう

になったことから本町における防災力強化への活用と、奈良県防災情報シス

テムとの統合的な運用習熟度の向上を図る必要性を強く感じ、質問として取

り上げるに至りました。

ムムムムッッ!!!!

気になる議案あれこれ！

公共交通「広陵元気号」について

定例会において、注目した議案を私見を含めて紹介

　現在の「広陵元気号」と「のるーと広陵元気号」
の運行に対し、調査結果で希望が多かった大和
高田市立病院への乗り入れの件や、高齢者の運
転免許証の返納を推進されている中、返納した
後、移動難民とならないようどのような施策の
展開をされるのかを大いに期待しています。地
域活性協議会で今後の公共交通のあり方や将来
的な方向性を協議され、車がなくても安心して
暮らしていける町を実現されるよう、今後の動
向をしっかりと見守っていきます。

ムムムムッッ!!!!

谷た
に
う
ち内 

和か
ず

あ
き昭

問 ＳＯＢＯ－ＷＥＢは災害情報を地理空
間情報として共有するシステムで、災

害発生時に災害対応機関が災害状況等を早

期に把握・推計し、災害情報を全体的に捉え、

被害の全体像の把握を支援することができ

る。今後本町において防災強化活用を問う。

答 町長：全国の防災情報を集約・整理す
るもので、ID とパスワードがあれば

任意の地域の被災情報を取得・発信できる。

一方で、誤情報のリスクや、奈良県防災情報

システムとの統合的な運用がまだ確立され

ていないという課題がある。今後は、奈良

県と連携して要領や訓練を重ね、運用習熟

度を高める。

新総合防災情報システム
( ＳＯＢＯ－ＷＥＢ )

防災

問 大規模災害を踏まえ、生命と財産を
守るため、物資備蓄は極めて重要で

本町の効果的な備蓄構築について問う。

答 町長：政府が推奨する「3 日から1 週
間分の水、食料、生活必需品」を指

標に備蓄品目や数量
を設 定している。飲
料水は、ペットボトル
での備蓄だけでなく、
真美ケ丘配水場など
の水を給水車で供給
する計画を進める。

災害時の備蓄数量
防災

問 内閣府が作成した在宅避難者・車中
泊避難者等の手引きでは具体的な指

針が示されており、それに伴う本町の支援体
制を問う。

答 町長：在宅や車中泊の避難者への支
援物資は、指定避難所や臨時の集積

場所に来所、来られない方は必要に応じて
自治会、自主防災組織と連携する。車中泊
避難者への対応は、健康リスクや犯罪リス
クを考慮し、駐車スペースの選定を慎重に行
う。健康管理については、町の保健師を中
心に医師会や近隣病院と連携したネットワー
クを構築する。

在宅・車中泊避難者の支援
防災

防災

広
陵
町
の
防
災
力
ア
ッ
プ

町
長
ー
訓
練
を
重
ね
、
運
用
習
熟
度
を
高
め
る

小こ

原は
ら 

薫
か
お
る

問 令和７年３月議会の質問後の状況は。
❶検討委員会の内容は。

❷令和８年度中の実施は可能か。
❸広陵ステーションプラス１クラブの運営方
法や指導者の確保は。
❹保護者や生徒への説明は。

答 教育長：❶３回実施し、アンケート実
施の準備をしたが、まずは、教職員、

保護者及び生徒に説明をした上でアンケート
を実施することになる。
❷�広陵ステーションプラス１クラブと協議し

進めている。
❸�指導員の確保は、県の人材バンクを活用し

て指導者を確保する。
❹�２回説明会を開催し、現在の状況を知っ

ていただいた上でアンケートを実施する。

問 再度、お聞きするが、令和８年度実
施は可能か。

答 教育長：令和８年度当初でなく、夏以
降で３年生が部活動を引退した時点

を目途に実施していきたい。

中学校部活動地域移行の現状は
教育

問 公民館機能を有した複合施設としての
庁舎の移転先としてリレーセンター跡

地の可能性は。

答 町長：育成クラブのヒアリング結果か
ら、グリーンパレスの利用を希望され

る団体が８割を占めたため、グリーンパレス
への機能移転を中心に進める。当初、計画
していたグリーンパレスの跡地に庁舎移転に
ついては、抜本的に見直すこととなる。また、
リレーセンターの跡地利用については、現
在アンケートの実施中であり、庁舎移転の
検討対象地に含めた上で検討していく。

問 建替えや複合化を踏まえた公民館の
整備、役場庁舎移転、グリーンパレス

の改修については、全庁的に考え共有され
た中で取り組んでいただきたいが町の考えは。

答 理事者：公民館再整備を始め、今後
の公共施設全般の整備については、

一大プロジェクトであり、専門知識も必要で、
新体制のもと、機構改革も踏まえ共有でき
る体制で取り組んでいく。

役場庁舎の移転先は
まちづくり

教育

中
学
校
部
活
動
地
域
移
行
の
現
状
は

教
育
長
ー
早
い
時
期
に
方
針
説
明
を
行
う
！
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一般質問する前に一言もの申す！

不登校生の進学時、内申書支援策は

一般質問として取り上げるに至った経緯

　中学３年生になると、進学準備で内申書の教科９科目の評価に「－」表記
である場合、現実的に本人の努力やがんばりなど、どのような指導の経緯等
になっているのでしょうか？

　長期不登校になると２～３年続くと聞きますが、その間どのような支援策
になり、内申書に反映されるのでしょうか、またできるのでしょうか。きめの
細かい支援ができるよう、町内にもフリースクールが必要となります。

　町指定のフリースクールは、大和高田市にある「かたらい教室」ですが、
現実的には利用者は少数ですので、対策を問いました。

ムムムムッッ!!!!

気になる議案あれこれ！

副町長の選任・教育長の再任

定例会において、注目した議案を私見を含めて紹介

　吉村町長を支える、新体制がスタートしました。長
年の行政経験を持つベテランの起用は、安定した町
政運営への期待を高める一方、山積する課題への具
体的な手腕が問われることになります。

　選任された、中川保副町長におきましては、専門知
識を最大限に活かし、戦略的な公共施設マネジメント
の実行に期待を寄せ、再任された、植村佳央教育長
におきましては、多様な子どもたち一人ひとりに寄り
添う、きめ細やかで効果的な支援体制が構築される
ことを期待いたします。

ムムムムッッ!!!!

坂さ
か
ぐ
ち口 

友と
も
よ
し良

問 親の会は広陵町教育振興基本計画に
基づき「きらくる」を開始し、出席扱

いもなってきた。人員名簿も町教育委員会に
提出済で、協力してフリースクールをつくっ
ていくので町の配置基準や施設基準があれ
ば合わすので教えてほしい。無ければ町と協
力して作っていきたい。

答 教育長：町として設置に関する基準を
定めていないが、「きらくる」が設立

される際に参考にされた文科省が示したガ
イドラインを参酌しながら、多様なスタイル
の居場所が大切だと感じている。

協力してフリースクールづくりを
教育

問 町外のフリースクールは月に３～４万
円の負担になり、長い義務教育期間

中、続けられない。不登校により学びにアク
セスできない子どもたちをゼロにすることを
目指し、「誰一人取り残されない学びの保障
を実現するためにＣＯＣＯＬＯプラン」が策
定された。町の実施策で学びの保障はどうか。

答 教育長：学びの場・居場所確保が挙げ
られている。本町でもフリースクール

に通う児童生徒の増加が予想され、多様な
学びの場を保障することを念頭に費用面に
おける支援方法についても研究していく。

不登校児童生徒の補助金制度を
教育

問 中学３年生になると進学準備になる
が、内申書の教科９科目の学習成績

が１５点中「－」の場合、現実的にどのよう
な指導の経緯等になるのか。長期不登校生
徒は２～３年になると聞くが、その間にどの
ような支援策になり、内申書に反映している
のか、できるのか。きめの細かい支援策が
必要である。

答 教育長：不登校であるからといって安
易に「－」とすることのないよう、学

校では可能な限り、内申書の評価評定を行
えるような支援や配慮を行っている。親の会
と懇談して不安を払拭できるようにしていく。

不登校生徒進学時の内申書支援を
教育

教育

不
登
校
親
の
会
と
協
力
体
制
を

教
育
長
ー
懇
談
会
を
持
ち
不
安
を
払
拭
し
て
い
く

吉よ
し
む
ら村 

眞ま

ゆ

み

弓
美

問 「経済・就労・心理」の側面を網羅
したトータルパッケージでの支援体制

について伺う。不妊治療における経済的支
援の拡充と、不育症検査治療への独自支援
策を検討する考えはあるか。

答 町長：一般不妊治療について、第２子
以降も対象として拡充。不育症治療

（検査を除く）の助成制度を含めて、令和８
年度から実施予定。

問 仕事と治療の両立支援について、町
が率先して職員のためのモデルケース

を示し、治療の予定や職場での配慮事項を
主治医が記入する「不妊治療連絡カード」な
どを活用し、きめ細かい配慮をお願いする。

答 理事者：町職員には特別休暇制度が
あり、今後はプライバシーに配慮しつ

つ、「不妊治療連絡カード」を活用する。

問 出口の見えない治療への不安や流産
の悲しみ等に対し、経済的・物理的

支援だけでは不十分である。専門的なカウン
セリングやピアサポートの場の提供はできな
いか。

答 理事者：町単独では難しい。奈良県
が設置した「性と健康の相談センター 

ならハグ」の紹介を推進し、周知徹底してい
く。

不妊治療のトータルパッケージ
その他

問 アンケートの結果から若者がオンラ
インでの意見発信とフィードバックを

望んでいることが明確になった。若者がいつ
でも気軽に町の政策に対して意見を言えるオ
ンライン上のプラットフォームをいつまでに
設置するのか。また、フィードバックをどの
ように想定しているのか。

答 理事者：現在、既存のツールを活用し
ているが、若者からの意見はない。

こういったところを周知徹底していくのか、
また新たなプラットフォームを作っていくの
か、現在、担当課で協議している。返答とし
て、できないことはできないということも、
必要である。匿名などの扱いについても、ハー
ドルを下げて、意見の言いやすいシステムを
構築していく。

女性や若者の声を政策に反映する
その他

その他

不
育
症
治
療
の
助
成
開
始

町
長
ー
令
和
８
年
度
か
ら
実
施
し
た
い

「こども誰でも通園制度」の「こども誰でも通園制度」の
全国展開と本町における具体的な全国展開と本町における具体的な

準備状況について準備状況について

その他の質問
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その後どうなった！？

情報共有ウェブアプリの行方は？

以前取り上げた一般質問等の内容を追求

令和６年６月と令和７年７月に質問をしました。

・今日、町内で何があるのかわかったらいいのに…

・イベント情報を住民が載せられるプラットフォームがあればいいのに…

・孤独を感じる人が少なくなればいいのに…

と思ったことがきっかけで、それを解消できるかもしれないものがあると知っ
た時、『まちかど広報員制度』も含めて早期導入して欲しいとお願いしました。

　様々検討していただいているようで、私のお薦めウェブアプリも検討の１
つに挙げていただけています。動きがあるなら来年度かも？

ムムムムッッ!!!!

一般質問する前に一言もの申す！

地域環境の保全について

一般質問として取り上げるに至った経緯

　北校区は、田畑の割合が高く、高齢化などによる休
耕田が増えています。そのため、草が生い茂り生活環
境に影響を及ぼしている状況です。環境保全は、人間
が生活していくうえで重要な事項です。特に、自治基
本条例を制定施行している広陵町では、町民自らが生
活環境の維持に向けて取り組むことは、環境保全の基
本となることであると考えています。その環境保全条
例が、十分に機能しているとは考えられない現状があ
ることから、地域の声を町政に反映してもらうために
質問を行いました。

ムムムムッッ!!!!

河こ

う

の野 

伊い

つ

み

津
美

問 子どもたちの主体性を育む実践的な
取り組みや、家庭・地域と連携した教

育の推進について伺う。
❶避難訓練の内容が型通りの行動に偏って
いないか。
❷「自ら考え行動する力」を身につける授業
を、どのように進めているか。
❸家庭・地域を巻き込んだ防災教育取り組
みの推進は。
❹担当教員に依存しないカリキュラムの整備
や、「生涯防災力」育成を見据えた防災教育
をどう考えるか。
❺実践的プログラム導入の考えはあるか。

答 教育長：❶指摘は否めない。基本行
動の反復は利点がある一方、欠点も

ある。より実践的な防災教育を行うよう通
達済み。
❷災害に対して「正しく知る」「備える」「的
確に行動できる」を主軸に取り組んでいる。
❸地域の一員としての役割や共助の精神を
育む貴重な経験。各校区防災訓練などは、
最適な防災教育の場と捉えている。
❹発達段階に応じた教育だけでなく、地域
連携や生涯学習を通じ多方面教育が必要。
❺防災キャンプは授業として採り入れること
は考えていない。クロスロード型教材は前
向きに進める。

小中学校の防災教育の充実を
教育

問 町内数多くの文化財の保存状態、看
板劣化等を憂慮している。保全・活

用の基本方針および財政的支援策はどう
なっているか。
　学生文化財ガイドの育成などは。

答 教育長：国指定５、県指定８、町指定
７、国登録有形１のほか未指定文化財

も数多く存在する。マップで紹介や広域で
の事業に参加し、観光資源として活用してい
る。
　指定文化財については、様々な形で補助
事業を行っている。民間資力等活用につい
ても研究する。
　文化財継承には若年層へのアプローチが
必要不可欠と考えている。
理事者：看板に関しては順次検討していく。
理事者：「文化財保存活用地域計画」の策定
に努める。

町内文化財の保存と活用について
まちづくり

教育
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を
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問 休耕地や空き地の除草作業は、所有
者の責任であるが、放置されたまま

の状態であるとき、環境保全条例に基づい
て町が行う対策について問う。

答 町長：土地の所有者に通知書を送付
し、適切な管理を行うよう指導して

いる。休耕地においては、農業委員、農地
利用最適化推進委員と連携して、農地の適
正管理に努めている。しかし、所有者不明や
高齢などの理由で管理が困難となるケースも
あり、解決に苦慮しているのが現状である。

問 広陵町環境保全審議会の開催実績に
ついて問う。

答 町長：現在までのところ、環境保全審
議会の開催実績はない。現在町が直

面している環境課題は、従前からの生活環
境や自然環境の保全などにとどまらないも
のとなっている。このことから、まちづくり
や福祉政策と結びついて、横断的かつ機能
的な検討機関への再編を検討していく。

環境維持対策について
その他

問 令和 8 年度からの地域福祉計画につ

いて

答 町長：重 層的支 援 体制整 備事 業は、

地域が抱える複雑化・複合化した課

題に対して、包括的な支援を行うための体

制を整備するものである。令和 8 年度の実

施に向けて、町職員の勉強会の開催や先進

自治体訪問など、町職員の意識醸成を進め

ている。今後は、社会福祉協議会や関係団体、

事業所との連携や、地域での福祉人材の発

掘や育成などを進めていき、誰ひとり取り残

さない地域共生社会を目指していく。

重層的支援体制
整備事業について

福祉

その他
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一般質問する前に一言もの申す！

奈良県難聴児親の会からの要望！

一般質問として取り上げるに至った経緯

　１８歳までは軽度中等度難聴児への補聴器購入助成制度がありますが、
１８歳以上になると助成が無くなります。さまざまな情報保障という点では、
補聴器は生き働く上で重要です。

　若い就労世代は低所得にもかかわらず、購入助成制度がないため低所得な
人ほど必要な補聴器を手に入れられません。格差が生まれています。

　全国では、新潟県下の自治体、滋賀県・愛知県・埼玉県の一部自治体が
手帳の有無にかかわらず、購入助成実施しています。

　広陵町も、認知症対策にも有効な高齢者補聴器購入助成も含めて、助成
に本腰を入れる時ではないか！と思い、一般質問で取り上げました。

ムムムムッッ!!!!

気になる議案あれこれ！

旧エコセンター修繕追加議案

定例会において、注目した議案を私見を含めて紹介

９月議会最終日の追加議案に旧エコセンター修繕工事に約 4,０００万の
補正予算が上程されました。
私見として、築５０年近い建物に大規模修繕費4,０００万はいかがなもの
かと思います。
耐震性能も旧建築基準法のものであり、建物の利用計画も明確なビジョ
ンが示されていません。
理事者の説明は、現状の利用を維持しつつ、有効活用を考えているとの
説明をうけましたが、私としては検討不足であり、到底容認できない議案です。
地域に、旧エコセンターと広場の将来のビジョンを協議の上、修繕レベル
を検討してほしかったです。町民の皆様はどう感じられますか。
結果は、反対 2、賛成11の賛成多数で可決されました。

ムムムムッッ!!!!

山や

ま

だ田 

美み

つ

よ

津
代

問 高齢者の認知症対策として効果的な
補聴器支援が県下奈良市以下４町で

実施。
　また、小児難聴者への補聴器購入は国、
自治体による補助制度があるが１８歳以上に
なると補助がなくなり全額自己負担になる。
すべての年齢において難聴者が補聴器購入
時に町の支援をすることによって医療費の削
減や難聴者の月収増加による町の税収も増
えるのでは。

答 町長：認知症施策推進計画を策定す
るのに老人性難聴に関する調査も実

施して検討する。
　１８歳以上の難聴者には、専門医を紹介し
て医療機関への受診につなげている。

１８歳以上難聴者への補聴器支援
福祉

問 国が、４月から全市町村で開始するよ
う決めているので町も条例化に向け

て検討している。この制度は上限１０時間と
か通常保育に支障が出ないかとか保育士確
保とか問題が山積。国の支援金では解決で
きない。町の負担で子ども達や保護者にとっ
てより良い制度にするために十分検討を。

答 教育長：１２月条例化に向けて計画中。
待機児童解消を最優先として取り組

む。国の基準に沿って利用上限１０時間、1
時間３００円での開始を検討。令和８年度は
北かぐや子ども園での実施。令和９年度以
降は事業者参入も検討。

誰でも通園制度問題解決は
町負担で

教育

問 他市町村も熱中症対策強化している。
町はどんな 対 策を実 施 するか。又、

避難所としての体育館にすぐ設置ができ安価
な移動式エアコンを設置している自治体が
ある、この導入計画を。
発電機設置も検討すべき。
各学校の体育館のトイレも老朽化している。
洋式化の検討を。

答 教育長：ネッククーラーは学校との調
整が間に合わず見送る。幼、保育園

児の対策として暑さ指数を計測して外遊びで
きないときは遊戯室を利用。ミストは現地
視察して検討する。移動式エアコンは重量
があり移動に困難。発電機は２台設置。

各体育館エアコン設置で
熱中症対策を

教育

福祉
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問 町営墓地の一画にペット合葬墓の新
設をお願いしたが、霊園使用者の理

解が得られるかどうか課題があると答弁いた
だいた。あれからお願いしていたアンケート
調査を実施したのか。
また、調査研究もお願いしていた。新たな収
入源の提案でもあり、魅力あるまちづくりの
施策の一つとなると思うが、その考えは。

答 町長：現時点では公共施設として整備
することについては様々な問題があ

ると考えており、今後も需要の変化等を見
極めながら判断していきたい。
　なお、アンケートではないが、聞き取り意
向調査では７割の方が「利用したい」との結
果であったと把握している。
　また他市町村では、公園等に記念碑のよ
うなモニュメントを作り、ペットの合葬墓の
ような取組があることも把握している。

ペット合葬墓の新設について
その他

問 平岡町長の時代から早期建て替えの
提言を行ってきた。

山村町長在籍時にも質問してきたが中々具体
的な回答が返ってこないまま現在に至ってい
る。新町長の考えは。

答 理事者：議員からその都度、建て替
えに対し質問を頂戴した。

補助の対象となる「構造上危険な状態」に
あるかが必要であるため、耐力度調査を実
施した。
調査結果として、耐力度に問題がなかったた
め増築工事を行い、現在に至っている。
私としては、校舎の耐用年数からもおおむね
１０年以内に改築等の対応が必要と考えて
いるので、令和８年度には広陵中学校区に
おいて、学校施設等再編基本構想を策定し、
早期に方針決定に努めていきたいと考えて
いる。

上下水道料金を毎月集金に上下水道料金を毎月集金に

その他の質問

西小学校の建て替え優先順位を問う
その他

その他

ペ
ッ
ト
合
葬
墓
の
建
設
は
進
ん
で
い
る
の
か

町
長
ー
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
例
は
把
握
し
て
い
る

21 20



広陵町議会だより　131 号 広陵町議会だより　131 号

その後どうなった！？

特定空家の早期指定を

以前取り上げた一般質問等の内容を追求

空家対策の推進については、これまで
8回の質問をしてきましたが、特に老
朽化の激しい空家については、建物の
倒壊、不審火の発生などで近隣住民の
生命を巻き込む非常に高い危険性があ
り、一刻も早い迅速な対応が求められ
ます。

　改正「空家等対策特別措置法」によ
り粛々と取組んでほしいです。

ムムムムッッ!!!!

その後どうなった！？

『こどもたちの居場所』どうなった？

以前取り上げた一般質問等の内容を追求

　昨年 9月の一般質問で取り上げた「こど
もたちの居場所」は、町内 5か所で夏休み
期間中、町内事業者の皆さまのご協力のも
と社会実験として実現し、この度継続が決
定しました！子どもたち自身の声が町の政策
となり、居場所が形になったことは大きな成
果です。これからも家や学校から離れても
安心できる場で、友達や地域との関わりの
中で心豊かに育つ機会を創出できるよう、
皆さまと共に取り組んでまいります。

ムムムムッッ!!!!

笹さ

さ

い井 

由よ
し
あ

き明

問 ❶教育課題への取組方針と将来ビ
ジョンについて問う。

❷学校施設等再編基本構想の具体化に向け
ての取組方について問う。

答 教育長：❶学校教育での喫緊の課題
は、特別支援教育と不登校児童生徒

が増えている現状への対応であると認識し
ている。
今年度から、各学校に通級指導教室を開設
し、児童生徒一人ひとりのニーズに合わせた
指導機会の充実を図る。
さらに、各小学校に校内教育支援センター
を設置し、教室ではない居場所を校内で作
ることで将来的な予防につなげていく。
❷真美ケ丘中学校学校地区における基本構
想では、概ね 20 年後の学校施設整備に向
けて、短期的には、認定こども園の整備事
業として幼稚園及び保育園の再編に向けて
実施している。
長期的には、学校再編に向けた基本計画を
策定することとなり順次対応していく。
また、広陵中学校区においても、来年度に
策定する。
その後、中学校区それぞれの地域特性や立
地条件、教職員の働き方改革等を総合的に
勘案しながら、校区再編への道筋をつけたい。

教育行政について
教育

問 ❶空家等対策計画の見直し及び直近
の空家等対策協議会での議論につい

て問う。
❷直近の空家件数と、特定空家件数は。
❸構造上住宅と認められないような場合、
家屋の敷地について住宅用特例が適用され
ないとしているが、実態はどうか。

答 町長：❶今年度に実態調査と計画策
定を包括的に発注する手法で進めて

いる。
審議会では、除却補助事業の報告、及び申
請審査危険空家対応策等、様々な意見をい
ただいた。
❷現在、72 件、特定は 0 件、今後必要な
対応を検討したい。
❸適用除外の実態はない。今後関係部署間
で連携し現況情報を補足確認する体制を整
えたい。

空家対策の推進について
その他
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問 ❶私の提案で町長選では LINE 告
知が実施されたが、提案がないと

参院選では未実施というのは問題。LINE
は町民との重要ツールであり、投票率向上
へ真剣に取り組むなら、依頼の有無に関
わらず、全選挙で標準化すべき。今後の実
施 方針は。
❷他市では投票証明書を利用し、飲食店
等で特典を受けられる官民連携の投票率
向上策が見られる。広陵町でも証明書を
発行し、同様の仕組みの導入は。
❸若年層の投票率低下対策として、香芝市
の模擬投票や田原本町の記念証交付など、
子どもの投票体験・親子参加の取組がある。
将来の有権者育成のため、既存設備を活
用し、広陵町でも実施してはどうか。

答 理事者：❶選挙があるたびに、LINE
による周知は必要であると認識。今

後は、選挙管理委員会事務局内で周知に関
するマニュアルを作成し、すべての有権者に
対し、公平に周知していく。❷前回選挙では
事業者の主体的な協力により、投票証明書 
による特典等の事例があった。今後は、投
票済証の交付を機に、事業者と連携し、投
票参加を促す具体的な取り組みを検討する。
❸将来の有権者育成のため、子どもの主権
者意識の醸成は必要と認識。香芝市の模擬
投票等を参考に、教育委員会と連携しつつ、
具体的な施策を今後検討する。

選挙投票率向上と主権者教育
まちづくり

問 ホームページ上の行政計画情報の課

題認識は。

答 町長：全体の施策の全体像を把握す 

るのが難しいと認識。「町の制度・計

画等」ページを「制度」と「計画」に分離し、

計画は総合計画の基本目標と紐付けて体系

化し、分かりやすく修正する。

アクセスしやすい計画情報公開体制
まちづくり

まちづくり
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一般質問する前に一言もの申す！

人と物とお金が回る持続する町に

一般質問として取り上げるに至った経緯

　箸尾工業団体の造成に対する質問は、以前より継続の提案質問でありま
すので、吉村町長に私の思いを十分に伝えてご理解いただき、暮らしよい町
の実現に共に議論をお願いいたします。

ムムムムッッ!!!!

一般質問する前に一言もの申す！

「住みここちランキング」とは？

一般質問として取り上げるに至った経緯

　「住みここちランキング」は大東建託が毎年実施している調査で、奈良県
内の各自治体に居住する住民を対象に、住みやすさや満足度についてアン
ケートを行い、結果を数値化して順位付けしたものです。評価項目は、交通
や生活利便性、自然環境、行政サービス、治安、子育て環境など多岐にわ
たり、住民の実感が反映されています。

　広陵町は令和 6 年に県内 2位、令和 7年は 3位と高い評価を受けつつ
も順位を落としており、この結果を分析し、町の強みをさらに伸ばし、課題
解決につなげることが重要と考えます。

ムムムムッッ!!!!

※ つゆ張り：在来地で概ね年 2 回実施される道路や用水路の掃除のこと

青あ

お

き木 

義よ

し

か

つ勝

問 本町初の自主財源確保の先行投資事
業で、準工地を造成→売却→税収増

及び経済効果で町と地域を活性させる事業
である。
　立地企業、関係機関、特に周辺住民のご
理解、協力の結果、事業収支約３，３００万
円の黒字見込み、今年６月竣工、事業推進
者として感謝する。
　価値ある資産となり、固定資産税は減免
後及び法人町民税は操業年度からともに年
間９，８００万円以上の見込み。加えて、南区、
弁財天区、中区の地元自治会に応分の区費
が入る見込み。経済波及効果「風が吹けば、
桶屋が儲かる」のたとえで予想外の経済効
果が期待できて、町内に人と物とお金が回り、
活力ある「暮らしよい町」となる。
　この現象を更に高める手段は職員の仕掛
けづくりが重要であるということで以下を問
う。
❶�馬見丘陵公園、はしお元気村、長龍ブリュー

パーク、箸尾駅前、竹取公園、花讃道の
各整備、その活用の周回道路整備の件

❷�北は箸尾駅前、南は箸尾工業団地内新設、
中南線、林口橋から町道百済赤部線の南
北縦断幹線の件

❸�県道桜井田原本王寺線計画道の寺戸地区
の未着手部の早期完成で交通渋滞の解消
の県への要望の件

❹鳥居大橋右折レーンの設置の件

箸尾工業団地の経済効果拡大策
その他

その他

暮
ら
し
よ
い
町
づ
く
り

町
長
ー
最
大
活
用
に
向
け
住
民
と
協
働
で
推
進

吉よ
し
 
か
わ川 

司つ
か
さ

問 広陵町は 2024 年に「住みここちラ
ンキング奈良県版」で 2 位、2025

年は 3 位となった。高い評価をいただいて
いることは嬉しい反面、順位が下がったこと
は町の魅力を見直す好機と考える。公共交
通の利便性や若年層の定住促進、さらに「住
民対話」や共感型の情報発信に力を入れる
ことが重要だ。広陵町独自の子育て支援（給
食費無償化など）や中小企業支援の施策を
含め、今後どのように評価要因を分析し、施
策に活かしていくのか伺う。

答 町長：ランキングは住民意識を数値化
した有効な資料であり、行政課題の

把握にも役立つ。公共交通は利用者の声を
踏まえて改善を重ね、子育て支援や産業施
策も推進している。アンケート調査や他市の
事例も参考にしながら、今後も住民対話を
基盤にまちづくりを進めていく。

住みここちランキングの評価を
どう活かすか

まちづくり

問 KoCo-Biz 時代に比べ、まるごと Biz
の情報発信は住民に十分伝わってい

ないとの声もある。SNS や HP だけでなく、
商工会だよりや紙媒体を含め幅広い層に確
実に届ける仕組みが必要だ。さらに、成功事
例や相談者の声を積極的に紹介し、利用の
裾野を広げるべきと考えるが、今後の発信方
針を伺う。

答 町長：SNS や HP に加え、商工会だ
よりやチラシなどを活用し、幅広い

世代に届くよう取り組む。相談事例の紹介
や利用者の声を発信し、制度の認知度向上
を図っていく。

問 以前運営されていた KoCo-Biz は大
きな成果を残しましたが、センター長
退任に伴い停止。その後「まるごと

Biz」が新たにスタートした。相談体制が 3
名に増えた点は評価する一方で、町外からの
相談が増えることで町内事業者への支援が
手薄にならないか懸念がある。町内事業者
を優先的に支援する体制はどのように確保
されているのか伺う。

答 町長：まるごと Biz は 3 名体制で、幅
広い分野の相談に対応できる強みが

ある。8 月末時点で 21事業者が利用し、町
外からの相談もあるが、広陵町の産業振興
やビジネスマッチングにもつながっており、
町内事業者を第一に支援している。

まるごと Biz の体制と効果は
まちづくり

まちづくり

広
陵
町
の
魅
力
向
上
と
産
業
支
援
の
強
化
へ

町
長
ー
双
方
、
情
報
発
信
が
最
重
要
と
考
え
る

❺�立地企業と町及び地元自治会の連絡会へ
の要望の件

　　ア）合同防災訓練
　　イ）祭等行事
　　ウ）清掃、つゆ張り※等各種作業及び
　　　　操業でのパート等での雇用の要望
❻�重要事業には職員及び識者とのプロジェク

トチームの設置を

答 町長：❶相乗効果があり、県と協同で。
❷南北幹線整備は可能な箇所より施工

❸完成のメリットは県にあるため協同で実施
❹来年度完成予定
❺�町として双方の連絡会に実施に向けた協

議を求める。雇用等の件は立地前の協議
で了解されている。

❻設置に向け、詳細を検討する。
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・
９
月

1
日
　
全
員
協
議
会

5
日
　
議
会
運
営
委
員
会

常
任
委
員
長
会

12
日
　
第
3
回
定
例
会
（
初
日
）

18
日
　
第
3
回
定
例
会
（
２
日
目
）

19
日
　
第
3
回
定
例
会
（
３
日
目
）

22
日
　
第
3
回
定
例
会
（
４
日
目
）

26
日
　
総
務
文
教
委
員
会

厚
生
建
設
委
員
会

30
日 

　
決
算
審
査
特
別
委
員
会（
１
日
目
）

・
10
月

１
日
　
決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
２
日
目
）

議
員
懇
談
会

7
日
　
北
葛
城
郡
・
生
駒
郡

　
　
　
町
議
会
議
員
合
同
研
修
会

8
日
　
第
１
回
広
報
編
集
委
員
会

10
日
　
全
員
協
議
会

議
会
運
営
委
員
会

第
3
回
定
例
会
（
最
終
日
）

総
務
文
教
委
員
会

15
日
　
第
２
回
広
報
編
集
委
員
会

21
日
　
第
３
回
広
報
編
集
委
員
会

27
日
　
奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会

　
　
　
　
　
　
　
全
議
員
研
修
会

広
陵
町
議
会
だ
よ
り

N
o.1
3
1

9
月
定
例
会

発
行
／
広
陵
町
議
会
　
編
集
／
議
会
広
報
編
集
委
員
会

令
和
７
年
11
月
１
日

広
報
編
集
委
員
会

委 

員 

長
　
吉
村
　
眞
弓
美

副
委
員
長
　
八
尾
　
春
雄

委
　
　
員
　
河
野
　
伊
津
美

委
　
　
員
　
小
原
　
薫

委
　
　
員
　
坂
口
　
友
良

委
　
　
員
　
小
西
　
栄
枝

広陵町ホームページ
https://www.town.koryo.nara.jp

議
会
日
誌

　
９
月
議
会
は
、
通
常
の
議
会
に

決
算
特
別
委
員
会
が
組
み
込
ま

れ
、
議
会
資
料
の
内
容
も
倍
増
し

ま
す
。
各
々
の
審
議
事
項
や
決
定
事
項

の
内
容
も
増
え
、
編
集
作
業
も
増
加

し
、
編
集
委
員
会
も
何
度
も
開
催
さ
れ

ま
す
。

　
合
わ
せ
て
今
年
は
広
陵
町
誕
生
か
ら

70
周
年
に
な
り
、
議
会
記
念
広
報
と
し

て
「
広
陵
町
議
会
70
年
の
あ
ゆ
み
」
を

作
成
し
ま
し
た
。
議
会
の
運
営
改
革

や
、
現
職
議
員
の
「
最
も
私
ら
し
い
質

問
」
ト
ピ
ッ
ク
ス
、
か
つ
て
の
議
員
の

方
々
か
ら
の
寄
稿
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ

ん
の
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
10
月
行
事
の
学
校
運
動
会
や
祭

り
の
取
材
な
ど
、
季
節
感
の
あ
る
写
真

も
採
用
し
ま
し
た
。

議会からのお願い

町 民 に 開 か れ た 議 会 の 実 現 へ の 取
組 の 一 環 と し て、議 会 だ よ り の 一
部をリニューアルしました。

議会だより取材のため、腕章を着用した議員または事
務局員が写真撮影に伺うことがございます。その際
は、どうかご理解とご協力をお願いいたします。

編
集
後
記

広報編集委員の
お気に入りの1枚
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